
2023年7月から9月の契約締結状況表

［一般競争入札］ (単位：円）

名称 工期(納期) 数量

2023/7/12
ベントナイトペレットのコーティング剤の検討及び製
造

2023.7.12～2025.3.14 1式 鹿島建設㈱ 75,163,000

2023/7/31
第5回 次世代層を対象とした「私たちの未来のため
の提言コンテスト」の実施

2023.7.31～2024.3.15 1式 ㈱エム・シー・アンド・ピー 13,854,500

2023/8/29 2023年度NUMOの広報活動に係る意識調査 2023.8.29～2024.2.16 1式 ㈱綜研情報工芸 12,523,500

［指名競争入札］ (単位：円）

名称 工期(納期) 数量

該当なし

［企画競争］ (単位：円）

名称 工期(納期) 数量

該当なし

［公募］ (単位：円）

名称 工期(納期) 数量

該当なし

［随意（特命）］ (単位：円）

名称 工期(納期) 数量

2023/7/10
エフエム北海道「AIR-G’」スポットCMの実施（2023
年8月分）

2023.7.10～2023.9.7 1式 ㈱エフエム北海道 5,115,000 会計規程第21条第4項

2023/7/14
地層処分事業に係る新聞広告の掲載（北海道新聞
全道版）

2023.7.14～2023.9.8 1式 ㈱北海道新聞社 17,627,500 会計規程第21条第4項

2023/8/1
改良型PEM方式の適用性に関する検討に伴う安全
評価解析

2023.8.1～2023.12.15 1式 ㈱ＱＪサイエンス 13,585,000 会計規程第21条第4項

2023/9/7
2023年度対話型全国説明会に係る事前告知広告
（京都新聞）

2023.9.7～2023.10.13 1式 ㈱京都新聞ホールディングス 2,090,000 会計規程第21条第4項

2023/9/13 AbemaTVにおけるCM配信（下期） 2023.9.13～2024.2.29 1式 ㈱AbemaTV 8,250,000 会計規程第21条第4項

2023/9/14 TVer社が提供する「TVer広告」の実施（下期） 2023.9.14～2024.2.29 1式 ㈱読売広告社 8,250,000 会計規程第21条第4項

2023/9/15
地層処分事業に係る広告（北海道新聞デジタル）の
実施 下期

2023.9.15～2024.2.23 1式 ㈱北海道新聞社 2,200,000 会計規程第21条第4項

2023/9/27
2023年度 女性を対象とした広報の実施（ABC
Cooking Studio）

2023.9.27～2024.3.29 1式 ㈱ABC Cooking Studio 8,074,000 会計規程第21条第4項

[重要な契約変更］ (単位：円）
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会計規程（抜粋）

　第21条第4項
　　機構は、前３項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、随意契約によるものとする。
　　　（１）契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
　　　（２）緊急の必要により競争に付することができないとき。
　　　（３）競争に付することが不利と認められるとき。
　第21条第5項
　　機構は、前項に規定する場合のほか、予定価格が少額のとき、その他機構の事業運営上特に必要がある場合においては、随意契約によることができる。　

契約事務実施細則（抜粋）

　第52条第1項
　　規程第２１条第４項第１号の規定により、随意契約により契約を締結する場合は、次に掲げる場合とする。
　　　一　特許法、実用新案法又は意匠法による権利を行使する行為に係る契約であって、これらの権利を有する者と締結しなければ、契約の目的を達することができないとき。
　　　二　特定の設備、技術若しくは技能を有する者又は特定の販売業者と契約をしなければ、契約の目的を達することができないとき。
　　　三　電気、ガス等の事業者と電気、ガス等の供給を受けるために必要な設備の工事を目的とする契約をするとき。
　　　四　前各号の一に該当する場合のほか、契約の性質又は目的が競争を許さないとき。

　第52条第2項
　　規程第２１条第４項第３号の規定により、随意契約により契約を締結する場合は、次に掲げる場合とする。
　　　一　現に契約を履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を、現に契約を履行中の契約者以外の者に行わせることが不利と認められたとき。
　　　二　物件の据付、改造又は修理に関する契約を当該物件を製造し、又は納入した者以外の者に行わせることが不利と認められるとき。
　　　三　随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
　　　四　すみやかに契約をしなければ、著しく不利な価格で契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。
　　　五　前各号の一に該当する場合のほか、競争に付することが不利と認められるとき。

　第53条第1項
 　規程第２１条第５項の規定により、随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
　　　一　予定価格が５００万円を超えない工事又は製造の請負
　　　二　予定価格が５００万円を超えない物件の買入れ
　　　三　予定価格が１５０万円を超えない物件の売却
　　　四　予定賃借料の年額又は総額が５００万円を超えない物件の借入れ
　　　五　予定賃貸料の年額又は総額が２００万円を超えない物件の貸付け
　　　六　工事又は製造の請負、物件の売買及び賃借以外の契約で、その予定価格が２００万円を超えない契約
　　　七　国及び地方公共団体その他の公法人との契約
　　　八　運送又は保管に関する契約
　　　九　設計、測量、試験又は調査に関する契約
　　　十　競争に付しても入札者がないとき又は再度入札をしても落札者がないとき
　　　十一　落札者が契約を締結しないとき
　　　十二　別に定める公募を行った結果、応募者が単独であるとき
　　　十三　別に定める企画競争によって契約先候補者を選定したとき
　　　十四　機構の事業運営上特に必要があると認められるとき


